
新潟東警察署捜査本部 ☎025-279-0110
報奨金に関する注意事項については、上記連絡先までお問い合わせください。

支払方法：報奨金は事件に関する情報の提供に対し、検挙等の寄与の度合いに応じて、広告した上限額の範囲内で支払われます。

事件の検挙等に寄与した情報提供が複数ある場合は、その度合いに応じて、広告した上限額の範囲内で支払われます。

協力していただいた方の個人情報は公表いたしませんので住所、名前等をお聞きします。（匿名の方には、お支払いできません。）

期 間：令和４年７月29日から令和５年７月28日まで（ただし、期間を延長又は短縮する場合があります。）

実 施 者：警察庁長官

スマートフォンで読み取ると、

動画がご覧になれます。

捜査特別報奨金
(上限額)


